
個 ⼈ 情 報 保 護 ⽅ 針  
                                                    令 和 ２ 年 ４ ⽉ １ ４ ⽇ 制 定  

  令 和 ２ 年 ４ ⽉ １ ４ ⽇ 最 終 更 新  
 
当 社 は、 当 社 が 取 り 扱 う 全 て の 個 ⼈ 情 報 の 保 護 に つ い て、 社 会 的 使 命 を ⼗ 分 に 認 識 し、 
本 ⼈ の 権 利 の 保 護、 個 ⼈ 情 報 に 関 す る 法 規 制 等 を 遵 守 致 し ま す。  

ま た、 以 下 に ⽰ す ⽅ 針 を 具 現 化 す る た め の 個 ⼈ 情 報 保 護 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム を 構 築 
し、 最 新 の Ｉ Ｔ 技 術 の 動 向、 社 会 的 要 請 の 変 化、 経 営 環 境 の 変 動 等 を 常 に 認 識 し な が 
ら、 そ の 継 続 的 改 善 に、 全 社 を 挙 げ て 取 り 組 む こ と を こ こ に 宣 ⾔ 致 し ま す。  

１ ． 当 社 は ヘ ル ス ケ ア 等 に 関 す る 事 業、 並 び に 従 業 者 の 雇 ⽤、 ⼈ 事 管 理 等 に お い て 取 扱 
う 個 ⼈ 情 報 に つ い て、 適 切 な 取 得・ 利 ⽤ 及 び 提 供 を し、 特 定 さ れ た 利 ⽤ ⽬ 的 の 達 成 に 必 
要 な 範 囲 を 超 え た 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い を ⾏ な い ま せ ん。 ま た、 そ の た め の 措 置 を 講 じ ま 
す。  

２ ． 当 社 は 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 法 令、 国 が 定 め る 指 針 そ の 他 の 規 範 を 遵 守 致 し ま 
す。  

３ ． 当 社 は 個 ⼈ 情 報 の 漏 え い、 滅 失、 き 損 な ど の リ ス ク に 対 し て は、 合 理 的 な 安 全 対 策 
を 講 じ て 防 ⽌ す べ く、 事 業 の 実 情 に 合 致 し た 経 営 資 源 を 注 ⼊ し、 個 ⼈ 情 報 の セ キュ リ 
ティ 体 制 を 継 続 的 に 向 上 さ せ て い き ま す。 ま た、 万 ⼀ の 際 に は 速 や か に 是 正 措 置 を 講 じ 
ま す。  

４ ． 当 社 は 個 ⼈ 情 報 取 扱 い に 関 す る 苦 情 及 び 相 談 に 対 し て は、 迅 速 か つ 誠 実 に 対 応 致 し 
ま す。  

５ ． 個 ⼈ 情 報 保 護 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム は、 当 社 を 取 り 巻 く 環 境 の 変 化 と 実 情 を 踏 ま 
え、 適 時・ 適 切 に ⾒ 直 し て 継 続 的 に 改 善 を は か り ま す。  

本 ⽅ 針 は、 全 て の 従 業 者 に 配 付 し て 周 知 さ せ る と と も に、 当 社 の ホー ム ペー ジ 等 に 掲 載 
す る こ と に よ り、 い つ で も ど な た に も ⼊ ⼿ 可 能 な 措 置 を 取 る も の と し ま す。  
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